
女性の自己決定権の擁護
- リ ブロ ダク ティ ヴ ・ フ リ ー ダム の た め に -

加 藤 秀 一

かつて女性解放運動は、妊娠・出産が国家や家族による管理の下におかれていることを批判し、それら懇
当事者である女性自身の決定に任せるべきことを主張した。しかしこの主張は、中絶を殺人とみなしそれを
禁止しようとする保守派の攻勢にさらされるとともに、特に日本では、障害を持つ胎児の中絶が障害者の抹
殺につながるのではないかと危倶する障害者解放運動とのあいだで、深刻な対立を生み出してきた。こうし
た状況の中で、本稿は、十分にその意義を認められないままに退けられようとしているかに見える女性の
「自己決定権」の意義を再検討することを通して、「リブロダクティヴ・フリーダム」論の深化にささやかな
貢献をしようと試みるものである。

法化を訴えた）の過程で弁護側に立ったひとり
の女性によるものであり、ここに「自己決定権」
の思想の根幹は語られているといえる。そして、
みずからの身体と直接に関わる妊娠・出産とい
う事柄を､家父長制的な国家や社会から奪い取っ
て、当事者である女性の意志による決定に任せ
るべしという考え方（｢産む・産まないは女が
決める｣）こそは、「私の身体は私自身だ」
(OurBodieS,OurgelveS)というもうひとつ
のスローガンとも響きあって、1970年前後か
ら世界中で展開されたラディカルな女性解孜運
動の基調低音をなすものだった(')。
こうした流れに対し、日本の状況は異なって

いたようにも見える。なぜなら欧米各国の運動
が人工妊娠中絶の解禁を求めるものだったのに
対し、日本では「優生保護法」の下、す．でに
20年間にわたって、事実上中絶は自由化され
ていたからである。統計に現れた中絶数だけで
も1972年の時点で73万件を越え（実数はその
２倍とも３倍ともいわれる)、その99％以上が

Ｉ女性の自己決定権一一何が問題か

誰が決めるべきでしょうか？それが問題の
すべてです。それは女性だと思います。個人
の良心の問題です。……それは基本的自由の
行使なのです。性のいかんを問わず、ひとり
の個人には自分自身の身体と自分自身の人生
を自分で決める自由があってしかるべきです。
（セルヴアンーシユレペール、Choigir
［1973=1987:6]）

人工妊娠中絶が国家によって禁止あるいは制
約されているという状況に対して異議申し立て
の声をあげた女性たちの運動は、やがて「女性
の自己決定権」というスローガンにまとめられ
るような主張を結晶させた。上に引用した言葉
は、フランスの有名な「ボビニー裁判」（強姦
された結果として妊娠した少女がヤミで中絶し、
それを助けた母親たちとともに罪に問われたこ
とに対し、多くの女性たちが抗議し、中絶の合
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優生保護法第14条第２項に記された「母胎の
健康」条項に基づくものであった(2)。だが日
本の運動もまた、1972年に国会に上程された
優生保護法「改悪」に対する反対運動を大きな
転機としたことを考えれば、運動が求めたもの
は基本的には欧米各国の場合と共通の要素、す
なわち産む・産まないことに関する「女性の自
己決定権」だったといえるだろう。
しかし、優生保護法という、本来は国家規模

での優生政策のために制定された法律によって
（事実的に）保証されてきた既得権益を守ると
いうかたちで運動が展開せざるをえなかったこ
とは、日本の運動に独特の陰影を与えた。「女
性の自己決定権」の思想はその出発点からすで
に重苦しい困難に晒されたのである。すなわち、
優生保護法改正をめぐる反対運動の過程で、中
絶の権利を主眼とする女性解放運動の主張は妊
娠中絶そのものの積極的な肯定としてとらえら
れ、それゆえ、心身障害者の中絶に反対し優生
保護法改正案のいわゆる「胎児条項｣(3)を削
除せよと主張する障害者解放運動との間に、深
刻な対立を生ぜしめたのである。そしてそれは
様々な議論の中を貫いて、いまも続いてい
る(4)。しかも続々と開発される生殖技術特
に胎児の出生前診断の技術が選択的中絶という
かたちで障害者を抹殺する「優生思想」の実現
として批判される中で(5)、そして同時に、新
しい技術がいつけん女性による選択の幅を広げ
るように見えながらその実は「選択の強制」と
して女性の身体をふたたび生殖の機械に還元し
てしまうという作用を果たす保たしつつある）
のではないかという懸念が次第に現実感をもっ
て迫ってくる状況の中で(6)、「自己決定権」の
思想は、市民権を獲得するまもなく足蹴にされ
ようとしているかのようだ。
本稿は、このような流れのなかで、「女性の

自己決定権」の論理と倫理を擁護する試みとし
て書かれる。ただし、中絶＝産まない権利とい
うネガティヴな内容をまず想起させる「自己決
定権」という表現を越えて1970年代以降の女
性解放運動が獲得した「リブロダクティヴ・フ
リーダム」という表現に込められているよりポ
ジティヴな志向、すなわち「産む・産まない」
という選択だけでなく生殖＝生命の再生産に関
わる事柄の全体を視野に入れて女性のあるべき・
ありうべき生き方を考えるという志向の可能性
を考察することがここから始まる筆者の大きな
目的である。しかし出産・中絶をめぐる「自己
決定権」が問題の焦点であることにかわりはな
い。私の考えでは、「自己決定権」の思想は未
だその十全たる内容と根拠とを明らかにされな
いまま、様々な場面で（マスコミゴロから倫理
学者・法哲学者に至るまで）無理解に基づく攻
撃に晒されている。もとよりそれは最終的な原
理ではないだろう。差別の複雑な多面体を攻撃
する種々の解放運動たちがやがて無益な対立を
乗り越えて手を結ぶとき、そこで交わされる声
はぼくらの思いもかけない新しい言葉を語り合
うに違いない。けれども「自己決定権」の概念
を彫琢し、その可能性を発見することが、同時
にその限界を見極めることでもあるとすれば、
この使い弊された言葉を棄却すべき地点を見定
めることは、めざすべき「新しい言葉」を獲得
するためにこそむしろ不可欠の作業であるよう
に思われる。
もとより本稿はこの課題に答え尽くすもので

はない。紙数および筆者の現時点での準備力量
の制約から、いくつかの論点に沿って、「自己
決定権」に関する無理解・誤解を少しく補正す
るためのノート以上のものとはなり得ない。し
かも以下で書きつけられる事柄は、すべて、す
でに一度はどこかで語られたことであるに違い

-１５-

Ｉ



にしなければならないのだろうか。「快楽の巣’
てに妊娠し、しかもその胎児を生きながらに殺
し、葬り去って平然としていられ、その後の人
生もカケラほどの織悔もなく暮らして行けると
､したら、あなたは類希な売春婦である｣。これ

は有名なTVアナウンサーである鈴木健二の発
言であるという(7)｡しかしここでは固有名詞
は問題ではない。女性にとって中絶の経験を語
ることがタブーであるのは、その経験に対して
上のような類の非難が予期されるからである。
それがたとえ暗黙の非難ではあっても。あるい
はそれが現実の他者からの非難ではなく、女性
自身の内部における葛藤劇にすぎないとしても。
中絶は胎児を「殺す」がゆえに悪であるとい・う
道徳上の価値判断は、いまや広く共有されてい
る(8)。中絶の禁止を唱道する鈴木健二や生長
の家は、そうした価値判断をただ単純に無神経
に言語化しているに過ぎない。
上のようなありふれた言説や日本人の多くを
とらえる道徳観に対して直接に調査と分析のメ
スを入れていくことは確かに重要であり、筆者
もまたその準備を整えることを自己の課題と考
えている。しかし本稿ではそうした素材は扱わ
ない。ここでの目的は「自己決定権」の思想が
持ちうる原理的な可能性とその限界を明らかに
することなのであり、それゆえ以下では上のよ
うな俗っぽい言説ではなく、より洗練された議
論を論敵として選び、まず「自己決定権」をで
きるだけ追いつめておくことにしたい。そこか
ら反撃することができるなら、「自己決定権」
の観念は確固とした核をあらわにすることにな
るだろう。

ない。だが、だとしても私なりの仕方で事象の
複雑性を縮減しておくことで、最低限、いくば
くかポレミークの役割は果たせるのではないか
と考えている。

＊
すでに触れたように、女性の「自己決定権」
という思想が直面した最も困難なジレンマは障
害者（胎児）の生命権との相剋にあった。われ
われは最終的にはこの難問に何らかの見通しを
つけることを求められざるを得ない。しかし本
稿では、いきなりこの泥沼とも見える領域に踏
み込むのではなく、そこで「胎児」と相剋を生
じるべき女性の「自己」とは何かという問題に
ついて検討することによって、まず「自己決定
権」のポジティヴな意味の外縁を明らかにして
ゆきたい。
そのためには、妊娠中絶一般に対して否定的
な態度をとる言説が見落としているもの（故意
であれ、無意識にであれ）を掬いとることから
始めるのがよいだろう。しかしながらそのよう
な言説は様々な立場の人々から様々なニュアン
スをもって発せられている。ここで水子供養と
いうような現象に着目して大衆の意識の壁にま
で分け入ろうとする方向性も考えられるだろう。
1989年の時点でも統計上で年間46万件にのぼ
る中絶が実行されている。それをとりまく罪悪
感と自己正当化の感情との複雑な関係を微細に
分析していくことには意義があるだろう。しか
しここではまずそうした「複雑」であるはずの
感情のうちの一面に対して積極的に投げかけら
れている言説を素材として反論を試みたい｡逆
説的な表現だが、本稿の目的は、ある意味で事
柄の複雑性をできるだけありのままに示すとこ
ろにあるのだから。
とはいえ、それでもまだ対象は莊漠としてい
る。例えばわれわれは、次のような発言を相手

1１中絶の批判に対する反論一一井上達
夫氏の所論を中心に
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前節のような視点からここで考察の対象とす
るのは、法哲学者である井上達夫氏による議論
である。「生命倫理」に関わる問題群をめぐっ
て、米本昌平氏を迎えた六人の法哲学者たちが
議論を闘わせた記録である『メタ・バイオエシッ
クスーー生命科学と法哲学の対話』のなかで、
井上は「人間・生命・倫理」（井上[1987a]
以下a)および「生命倫理と公論の哲学」（井
上[1987b]以下b)というふたつの文章を寄
せ、その中で随胎天国日本のかくも見事な繁
栄」(a:42)--だがその「天国」は誰にとっ
てのものだろうか-に対して独自の立場から
激越な批判を投げかけている。消極的な状況論
に飽きたらず果敢な原理論を展開したその内容
は傾聴に値する貴重な示唆を多く含むものでは
あるｶﾖ、しかし僕には、井上の議論は、女性解
放運動が微妙で危ういバランスの上にかろうじ
て闘いの立脚点として据えようとしてきた「自
己決定権」の観念に対して、あまりにも一面的
な理解をもって縮小批判をしているように思わ
れる。
井上が投げかける問いはこうである。戦後の
日本において「破壊」された胎児の生命はすで
に一千万のオーダーに達している。これはナチ
スによって虐殺されたユダヤ人の数を上回る。
この事実は、なにゆえ「道徳的に許容されうる
のか｣。

私にとって、このような問題設定（の背後に
読みとられる前提）そのものが、すでに自明の
正当性を持つものではない。後に述べるような
理由で、井上の立論には根本的な違和感を抱か
ざるをえない。しかしこれからあえて出発点を
同じくしながら､井上の議論を内在的に検討し、
そこから学ぶべきことをできる限り学んでいく
ことによって、逆に、胎児を「われわれ」の一
員として認めるべしという井上の立場の根拠の
弱さを明らかにしていきたい。そしてその後で、
上の根本的な疑問に立ちかえりつつ、井上とは
異なる倫理の可能性を提示してみよう。
こうした観点から特に問題とすべき井上の論

点は二つある。第一に、いわゆる「線引き」問
題に対する原理的批判。第二に、女性の自己決
定という考え方に対する批判。本稿の主題は第
二の論点に関わる。しかし井上（を含む原則的
中絶批判者たち）は、「胎児の生命権」如何と
いう問題を素通りしてそこへ行くことを許さな
いだろう。それゆえ以下の議論ではまず第一の
論点をめぐって大きく迂回して行かざるをえ
ない。

１「線引き」問題をめぐって
【｢線引き」の原理的悪意性】
井上の議論の基調は、徹底して胎児を畦命
権」の主体としてとらえようとするところにあ
る。彼にとって、胎児……は人ではないから、
その生命権は問題にならない、したがって、堕
胎は余分な脂肪を手術で除去してもらうのと同
様に、女性の自己決定の問題である、といった
論法」(b:256)は我慢のならないものなので
ある。それゆえ井上は、胎児の成長過程のどの
時点で人間／非人間の区別をすべきかという、
いわゆる「線引き問題」をめぐる様々な議論の

胎児生命の大量破壊は正当化可能であるが､
ユダヤ人大量虐殺は正当化不可能であるとい
う主張は正しいのかもしれない。胎児とユダ
ヤ人との間には道徳的に決定的な差異が存在
するかもしれない｡しかし、このようなこと
が仮にいえるとしても、それはけっして異論
の余地のない自明の真理ではない。それを支
持する論拠の提示が必要である。(a:42-43)
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当性の根拠は不問に付したまま、それ以後の胎
児の成長過程に関して「線引き」を論じている
のである。けれども受精の瞬間という「線」に
特権を付与すること自体、筆者にとっては「わ
れわれの無意識の形而上学的想定」(a:55)で
あり、それゆえ公論のためには「正当化の必腰
な前提」であるように思える。確かにわれわれ
の多くは、受精の瞬間を人間の生命の起点とし
てとらえる漠然とした常識を持っているだろう。
例えば精子や卵子が生化学的な実験の素材とさ
れる場合と､受精卵が素材とされる場合とでは、
われわれの多くは異なる感情を抱くかもしれな
い｡月経やマスターベーションに対する感情と、
たとえ初期であっても、妊娠中絶や自然の減涯
に対して抱かれる感情との間には明白なギャッ
プが存在するだろう。しかしだからといって、
受精は特権的な瞬間であるといいうるだろうか。
第一に、われわれの道徳感情そのものを、よ
り詳細に検討する必要がある。上記の例を逆に
読むなら、われわれの多くは、受精卵の場合ほ
どではないにせよ、人間の生殖細胞が実験に用
いられることには何らかの不安を抱くであろう。
また多くの母親にとって、妊娠後期にあらわれ
る「胎動」の瞬間は、自らのうちに新しい生命
を感じる特権的なメルクマールとなっているだ
ろう。井上自身が引用しているウォレン．クイ
ンのいうように、「妊娠の進行につれて堕胎の
道徳的問題性は漸次深刻化」してゆくというの
が、「堕胎の道徳性に関する多くの人々の前反
省的な直観」(a:55)であり、しかもクインと
井上が共有する前提に反し、ここでの「聯に」
に含まれるべき範囲は妊娠以前にまで連続的に
及んでいるように思われる（ここからさらに導
出される問題については後述しよう)。精子や
卵子と受精卵との断絶が、極く初期の受精卵と
胎動以後の胎児との断絶に比べて質的に特別で

悪意性を主張し、「線引きの可能性・不可能性
に依存しない仕方で堕胎問題を考察する可肯雛」
(a:55)を示唆している。
この方向性そのものは、慎重な考慮に値する
ものだといおう。われわれもまた、「線引き」
の原理的な窓意性を主張するつもりなのだから･
問題は、井上がこの方向性を真に徹底していな
いところにある。かれの論法はこうだ。線引き
は不可能だ、それゆえ胎児はその成長段階を問
わず､権利の主体として認められるべきである。
-ここには、矛盾でないとしても、明らかな
不徹底がある。
すなわち、井上は「胎児の発生過程のどこか
に線を引く」ことの「原理的窓意性」に注意を
促しているが、一方で「胎児」という語を用い
る以上、「われわれ自身の単なる体細胞の一部」
以上の何ものかであるような生命＝権利の主体
たりうる人間の起点をどこかに措いている。そ
れは「受精」の瞬間である。

……受精に始まる人間の発生･成長過程は…..、
相互に独立した項の系列ではない｡私と私が
そこから発生した受精卵との間には、ある種
の実在的な同一性連関があるo(a:52)
..…線引きがどこか窓意的であると感じられ
る根本的理由は、変化の漸次性ではなく、こ
の個体的な同一性連関にある。(a:53)

このような認識こそ、井上が「受精卵の生命
をわれわれの生命と同等に尊重」することを主
張する根拠である。
だが「受精卵」はそれほど特権的な存在者で
あ（りう）るだろ･うか｡ここで筆者には、井上
のいう「線引き」が非常に限定された問題とし
て提出されているように見えてくる。すなわち、
受精卵＝胎児＝人間の生命という等式自体の妥
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あることを井上は論証しておらず、また筆者に
は、こんな問題設定自体がナンセンスに感じら
れる。井上は「直観」の根拠を宙づりのままに
しているからだ。ジェンダーレスな（したがっ
て現実にはどこにも存在しない）「直観」など
ではなく、孕む女性自身の次のように語られる
「直感」を無視して、いったい有意義かつ公正
な議論が可能だろうか(9)。

であり、それゆえ線引きの窓意性ばかりだとい
うわけだ（→柴谷［1983])。この見解を受け
入れるとすれば、受精の瞬間を特権視する聯
引き」の正当性は、科学的知識からは直接には
演縄されず、別の次元の事柄として再説されね
ばならない。こうして問題は第一の論点に送り
返されるのである。
こうしてわれわれは今のところ線引きの困難
さ・原理的窓意性を再確認する他はない｡そし
てすでに明らかなようにそれは、井上の立論を
正当化するような意味においてではなく、まっ
たく反対に、受精以後の胎児を一律に「我ら」
の一員として認め、その上で胎児と母親とのあ
いだの生命権の葛藤を調整しようとする井上の
発想の土台を揺るがすような意味においてなの
である。彼は線引きへの依拠を否定しながら、
いつのまにか受精の瞬間という特権的な「線」
を密輸入してしまった。だが受精の特権視は決
して自明の前提ではありえない。現行法令・判
例が受精（あるいは受胎）の瞬間を法的人格の
起点としているとすれば、そのこと自体の意味
を問い直す必要がある。
以上の議論を踏まえた上で、本章の冒頭で注
記した、井上の立論に対する筆者の根本的な違
和感を述べておこう。井上の突きつけた問いは
こうであった。妊娠中絶、すなわち胎児の殺害
を正当化するためには論拠が必要である。彼が
求める論拠とは、胎児は人間ではないという証
明のことだ。こうした問題設定は、果たして正
当なものだろうか。
いったい胎児は一個の独立した人間なのか。

実際に妊娠中絶を行なう多くの女性たち、また
彼女をとりまく人々にとって、この問題は本質
的にイエス／ノーで答えられるような性質のも
のではない。妊娠した女性にとって、胎児は自
己の一部であるとともに他なるものであるとい

産む性の身体的感性からいえば、「受胎」は
他者の人格に関わる事態というよりも、まず
圧倒的に「わが身体における現象」という事
態である。（中略）受胎をもって生命の誕生
ひいては他者の発生を定義するのは、抽象的
なイメージの作用に依拠した思いこみとはい
えないのか（小沢[1987:340-341])｡('0)

さらに、受精の瞬間が特権的なものである
（あるいはない）という直観のさらに深い根拠
を再検討してみよう。小沢のいう「抽象的なイ
メージ」はどこからやってくるのか。井上が
「個体的同一性連関」の起点として受精の瞬間
を選ぶ根拠、それはある種の「科学的知識」で
はないか。精子と卵子とが結合して新たな生命
（個体）が誕生する、というイメージは特定の
「科学的知識｣に支えられている。この「知識」
を無批判的に前提するものにとって、「私はも
ともと精子として泳いでいたんだなあ」とか、
逆に「胎児と呼ばれるものは単なる細胞の塊で
人間ではない」といった感覚は単に迷信であり
誤謬なのかもしれない。だが科学的な厳密さに
基づいてこの「知剃を再検討するならば、柴
谷篤弘のいうように、その自明性はむしろ心許
ないものである。科学的に線引きを裏付けよう
とすればするほど、明らかになるのは受精の以
前と以後とをも結び付けるような生命の連続性
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明白であろう。それゆえ厳密には、いかなる問
いが立てられるべきかというところから、議論
を始めるべきなのである。
井上は、その主著の中で正義論議に触れて次
のように書いている。「正義は（中略）むしろ、
「問い」として我々の前に突き付けられている
のである。正義の理念にコミットするというこ
とは、「何が正義か」について超越者が知って
いる正解にコミットすることではなく、この問
いそのものにコミットすることである」（井上
［1986:24])。そこから対立者との対話を生き
抜かなくてはならないとする井上の会話倫理に、
僕は深く賛同したい。そしてそれゆえに、井上
を越えてさらに考察を徹底したい。すなわち、
全ての「問い」は、実は「いかなる「問い」を
立てるべきか」という隠された高次の問いに対
する、先取りされた「解答」なのではないか。
このことを忘却するとき、「問い」であること
を偽装した「解答」による議論の圧殺が忍び寄
るのではないか(13)。我々は「問い」をこそ問
いの対象としなければならない。そしてこの態
度は限りなく開かれ続ける、「……とは何か」
とは何か」とは何か」……」一．
このように議論の視界を遥かに開きながら、
いまやわれわれは、本稿の立論が、広義の線引
き問題一般が不毛であるという結論を含意しな
いということを正当に強調することができる。
受精の瞬間という「線」を密輸入することは議
論の一貫性を損なうだけであるが、密輸入では
ない、論拠を明示した輸入の可能性は閉ざされ
てはいないのだし、むしろそれは不可避の課題
であると考えられる('4)。線引き問題とは、そ
の解答のみならず問いの立て方そのものにおい
て究極的には窓意的であるほかないような問題
だとしても、実体論的な真理の反映としてでは
なく、井上自身が別のところで用いている表現

う、両義的な存在として感得されることは、す
でに引用した小沢以外にも、数々の証言によっ
て明らかにされている('1)◎いや、中絶がある
べきでないこととされながら数多く実行され、
ひとつの中絶の背後にも罪悪観と正当化が絡み
合って渦巻くほかないという現実そのものが、
胎児という存在の見定め難い両義性を示してい
るといえる。胎児は独立した一個の人格である
か否か-これに対するイエスという答もノー
という答もそれぞれが常識的な観念と道徳とに
相応の根拠を持っているのである。というより、
正確にいえば、日常的な実感に照らすなら、ど
ちらの答も悪意的で一面的に感じられる（その
ような常識、実感そのものの「悪意性」はもち
ろん別のオーダーの話である)。どちらともい
えない、というのが実相なのだ。この意味で、
ユダヤ人と胎児との間の｢道徳的に重要な差異」
はすでに証明されている。ただしそれは、一方
は人間で一方は人間ではないという明快な二者
択一のかたちでではなく、一方（ユダヤ人）は
いわゆる人間でありそれに基本的人権を認めな
いことは「差別」であるが、胎児の場合にはど
ちらとも一義的には決め難く、「線引き問題」
にしても、線の引き方には常識の範囲でもかな
りの幅があるという事実をもって、証明されて
いるのである。このほとんど本源的ともみえる
両義性によっては中絶を正当化することはでき
ず、正当化のためには一義的に「胎児は人間で
はない」ことを論証せよと挙証責任を女性（当
事者）の側に押しつけるような問題設定が「異
論の余地のない自明の真理」であるとは、筆者
には到底思われない('2)。まったく逆に、胎児
が完全に独立した人格であることを示さない限
り、中絶を批判する根拠は何もない、といって
挙証責任を突き返すことすら可能なのだ。けれ
どもこんなやりとりが何も生み出さないことは
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を借用するなら、「確認的な効果」ではなく
「創設的な効果」（井上［1990:174])を持つ問
題としてとらえ返すことができるし、またそう
しなければならない。線引きの原理的窓意性と
いう共通の認識から出発しながらも、井上が
「線引きの可能性・不可能性に依存しない仕方
で堕胎問題を考察する可能性」(a:55)を示唆
する地点で、むしろ私は線引き問題の不可避性
ゆえにそれに対して〈公共的決断〉としての解
答を与えるべきことを主張したい。

を除いたとしても、人間も犬もツチブタも生き
ていれば、精子も生きているし、シャーレの中
の細胞も生きている。だが細胞には「権利」は
認め難い。「生きている」の主語であるだけで
は十分ではないのだ。この意味で、井上の「生
物学的有機体として存続することを認めてもら
う権利」(a:59)という表現はミスリーディン
グである。
それゆえ、考慮に値するのは②のような問題

設定である。だが私はここで、②の表現に、こ
れまでの議論では明示的には込められてこなかっ
た意味を込めようとしている。そして先取りし
ていえば、私の見解と非常に近い問題設定をし
ているのは、井上達夫ただ一人なのである。
人間という言葉には、種に関わる遺伝学的意
味と道徳的共同体に関わる道徳的意味とがある
というウォレンの示唆を受けて、森岡正博は
Tooleyから抽出される「パーソン論の原理」
を次のようにまとめている。

【線引きと「人間｣】
この観点から私なりに線引き問題をめぐる論

争に参加しよう。細かい論証を省略してまとめ
れば、これまでの「線引き」の概念はほぼ三種
類の区別しうる内容を含んでいたと思われる。
すなわち、①どこからが「生命」(life)か、
②どこからが「人間」(humanbeing)か、
③どこからが「人格」(person)か。これら
のうち、どの問いへの解答をもって、生命権の
主体を決める根拠とすべきなのだろうか。
③は「パーソン論」と呼ばれる問いの形式で
あり、その解答を分けるメルクマールは「自己
意識」要件を中心とする一連のテストであ
る('5)。これに対しては、そのあまりに厳格な
資格要件の設定に対してすでに意義深い批判が
なされており('6)、ここではとりあげない。胎
児だけでなく新生児もまた自己意識を持たない
から生命権を持たないというTooleyらの結
論は、法学上のテクニカルな議論においてなら
いざしらず、われわれの倫理学的な直観とのギ
ャップはあまりにも大きい。これに対して①は
逆に暖昧すぎる問いである。少なくとも日本語
において、性きている」という述語の「主語」
はあまりにも多くのものを含む。明らかに比嚥
的な用法(｢あの約束はまだ生きているかい？｣）

誕生や死の場面で、ある存在者を殺しあるい
は死なせるというケースにおいては、その存
在者が生物学的なヒトであるか否かという判
断と、その存在者が私たちの一員として正当
な道徳的配慮をすべきパーソンであるか否か
という判断は、全くレベルの異なった判断で
ある。私たちが直面している判断は、後者の
問いに対する判断である。（森岡［1988:216]）

森岡はパーソン論をきびしく批判しながらも、
この原理そのものは高く評価している。確かに
線引き問題が生物学には還元されない道徳上の
問題であることを明らかにした点で、上の原理
は優れている。それはわれわれもすでに論じて
きた通りだ。だが森岡は、この原理からさらに
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なのは、自己意識のテストといったような、誰
もがそれに対してメタの立場に身を置けるよう
な次元の基準をゴテゴテと精綴化することでは
なく、反対に線引き問題を一括して切り捨てる
ことでもなく、お互いに一見すると正反対の立
場をとる論者同士がいつのまにか前提してしまっ
ている形而上学を丹念に発掘することである。
それはすなわち私のいう「人間」の範囲を画定
するという課題なのだ。
すでに触れたように、こうした問題設定は井
上による次のような表現の中にその共鳴体を見
出すことができる。

問題を取り出すべきであった。すなわち、線引
き問題において最も重要な点は､ある｢存在者」
が何者であるかということではなく、そもそも
それが「存在者」と呼ばれるに値する何ものか
であるか否かということなのである。この次元
に到達していないという意味で、ウォレンによ
る「人間」の概念分析は不徹底である。人間で
あるとは、私の考えでは、人称で指し示される
ような存在者である以前の（必ずしも時間的な
意味だけではない）単なる細胞の塊ではなく、
しかし自己意識のテストに合格した特殊な存在
者に限られるのでもなく、人間という種に属す
るく個体的存在者〉そのものの謂なのである。
「人間」とは、単なる「生命」と区別されなが
ら、同時にパーソン論がすでに暗黙の前提にし
てしまっている次元である。問題なのは対象が
「生きている」ものかどうかではない。それが
生きている「者」であるかどうかなのである。
こうした視点にとって､精薄者･精神障害者・

脳死者は決して排除されえない。なぜなら彼。
彼女らはパーソンではないにしても、少なくと
も「パーソンであるか否か」を決めるテストの
被験者として候補に挙げることがナンセンスで
はない(誰も例えば「足の指」に自己意識のテ
ストをしようなどとは思わない）ということを
パーソン論者さえもすでに認めてしまっている
ような「存在者」だからである。そしてわれわ
れにとっての問題は、胎児がこの厳密な意味で
の「人間」とみなされるべきか否か、なのであ
る。パーソン論者も、それに反対する者も、こ
の根元的な次元をあらかじめクリアしてしまっ
ているという点では共通している。彼。彼女ら
は皆、胎児をこの意味での「人間」として前提
してしまっているのだ。だが、例えば胎児を
「余分な脂肪」としか感じない者にとって、議
論はここから再開されなければならない。重要

｢私が殺されるとき、私の生命、私の幸福感
私の価値ある活動も同時に失われる。しかし、
死ぬのは私だけである｣。この言葉の意味を
理解するとき、われわれはすでになにゆえ生
命の内在的・派生的価値以前に生きる個人の
権利が問題にされなければならないかを理解
している。(a:63)

そして、上の部分に付された註一一。

「死ぬ棚は自己意識ではない。自己蔑哉を
失う私が死ぬのである。したがって、胎児も
生きかつ死ぬ主体である。(a:64)

哲学的に理解された意味での線引き問題とは、
こうした「私｣('7）の範囲を画定する作業であ
るほかはない｡その課題の困難さを考えるとき、
私が井上と共に提起するこの問いは議論を出発
点に差し戻しただけのように見えるかもしれな
い。だがそうではない。暖昧な問いと解答との
乱舞に惑わされず、あるべき問いを措定するこ
とは、確実に議論の螺旋階段を一段降りたこと
を意味するのである。そして次のステップは、
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誰が人間＝〈個体的存在者〉＝「私」か、とい
うこの問いに対し、いかに答えるべきかを考え
ることである。残念ながらこの問題を詳論する
余裕はない（なにしろ、われわれはまだ本稿の
核心に向けて迂回している最中なのだ)。ここ
ではただ、「私」は実体論的な内包を持つ必要
はなく、われわれが何をもって人間とみなすか
という問いに対する答えとして、循環的に定義
されるほかはないことを示唆しておきたい。な
ぜならここで問われているのは、そもそも「わ
れわれ」といかにいいうるのかという問題と同
一水準の、社会に関わるわれわれの究極的な直
観の根拠なのだから('8)｡
このように議論を｢直観｣に還元することは、
どうせ分かりあえるはずはないのだからといっ
て議論を閉ざしてしまうこととイコールではな
い。全く反対に、個人のやみがたい直観の根拠
へとあえて踏み込もうとするところから、畔」
の営みは始まるのに違いない。だから上の問い
に対する解答として、井上が「胎児も生きかつ
死ぬ主体である」といい、私が、少なくとも初
期の胎児に関してはそのように考えない('9)こ
とは、議論を打ち切る言い訳にはなりえず、む
しろ否応なくさらなる議論を開くことを私に強
いる契機でしかありえない（この意味で、かっ
この意味でのみ、私は井上の「客観主義」の擁
護に賛同する)。そのことを前提とした上で、
ここでは以下の原理だけを確認しておくことに
しよう。すなわち、われわれが誰をわれわれの
一員として認めるかという問いは、われわれが
いかなる社会をめざすかという問いと同義であ
り、どちらも最終的には、「われわれ」とは何
か。何でありうるかという問いに帰着するとい
うことを。

先の議論のなかで、私は井上のいう「個体的
同一性連関」に関する前提を受け入れながら、
線引きの原理的窓意性（すなわち個体的存在者
の生命の連続性）を、井上の立論を根本的に覆
すような地点まで徹底して主張した。だが上の
原理から振り返るなら、これでもまだ十分では
ない。本節全体の意図からはやや逸脱すること
になるけれども､以下では胴体的同一性連関」
の根拠そのものを論難するところから、「われ
われ」という問題設定の意義と限界とについて
いくらかのことを考えておこう。
「一個のどんぐりが樫の木に成長する過程が

連続的だからといって、どんぐりがすでに樫の
木だということにはならない。同様に、明確な
線引きができないからといって、受精卵がすで
に人であるということにはならない」(a:51)、
それゆえに中絶は殺人とはいえないというジュ
ディット・トムソンの議論に対し、井上は次の
ように反論する。

どんぐりがすでに樫の木であるということは
ナンセンスだが、一つのどんぐりの写真を手
にもって、「あそこのあの大きな樫の木は実
はこのどんぐりだったんだよ」ということは
感動的な真理の表白である。このどんぐりが
存在しなければこの樫の木が存在しないよう
に、この受精卵が存在しなければこの私は存
在しない。（中略）線引きがどこか窓意的で
あると感じられる根本的理由は、（中略）こ
の個体的な同一性連関にある。(a:53)

だがここでいわれる憾動的な真理」は「個
体的同一性連関」とイコールに置き換えられる
だろうか。それはできない。例えば私はある男
女の出逢いがなければ生まれなかった（だろう
と感じられる(20))。とめ両親がいなければこの【｢われわれ」という問題】
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問われていたはずなのだから。これら二つの問
題はとりあえず区別する必要がある。具体的に
いえば、脳死者と胎児とでは完全に類比的に語
れはしないだろう。何らかの意味での「人間」
という基準を採用したとき、前者はその要件を
満たすが後者は満たさないという事態は十分考
えられる。少なくともそれは、いまだ開かれた
問いのままだった。
だが一方で、樫の木が小さなどんぐりから成
長してきたという認識は実際に「感動的」であ
りうる。ここで私が想起するのは、アメリカの
TVシリーズ『新トワイライト・ゾーン』のあ
る一話のことだ。恋人と結婚すべきか否かで悩
んでいるカメラマンの女性がいる。あるとき彼
女は不思議な少年と知り合う。やがて結婚をや
め仕事に賭ける決意をする彼女に対し、いつし
か仲良くなっていた少年は悲しげにいうのであ
る。自分は消え、あなたとお別れをしなくては
ならない。なぜならあな.たが恋人と別れるから。
そう、自分は、あなたがその恋人と結婚したな
らもうけるはずだった未来の子供だったのだ…
…。このプロットは、少なくとも僕にある種の
感動を呼び喚こす。原題「LITTLECHILD
LOST」は、だから決して無意味なレトリック
ではない｡少年は確かに｢失われた」のである。
ということは、失われることが可能であるよう
な、何らかの意味での「存在者」だったという
ことだ(21)｡
受精卵にさえ具現することなく逝った少年を
哀悼することが可能なら、まして胎児をすでに
存在する「人間」とみなすことに何の困難があ
ろうか。水子供養という卑劣な商売に多くの人
が絡めとられてしまうのは、胎児を「人間-'あ
るいは少なくとも「潜在的な人間」と感じ。考
えるからだ。消えた少年の話に心を動かされる
僕もまた、特定の文化的気圏のなかで暮らす者

私も存在しなかった。だからといって私と両親
とは同一の個体ではない。受精卵と私とは連続
した実在であるが、両親と私とは「相互に独立
した項」(a:52)であるという論証は可能かも
しれないが、それは少なくとも上のような感慨
によっては基礎づけられないのである。井上は
二つの「この」を必然的に結び付ける因果性
（の感覚）と個体の同一性連関という二種類の
問題を混同しているように思われる。この視点
から逆に、そもそも「受精卵」と「私」との同
一性連関そのものが実は論理的に基礎づけられ
てはいないことがみえてくる。窓意的なのは
「線引き」であるどころか、それを難問にみせ
ていた「連続性」という土台そのものの方だっ
たのである。私が特定の線引きではなく線引き
という「問い」そのものの悪意性を強調してき
たときに、最奥の背景を成していたのはこの認
識であった。
それではここから何がいえるのだろうか。す
でに論じてきたように、線引き問題とは、悪意
的であるがゆえに不可避の問題であった。この
前提からみるとき、先の引用部分は「個体的同
一性連関」を基礎づけないけれども、それ自体
としては極めて豊かな萌触を孕んだ記述となっ
ている。省略した箇所で井上はこういっている。
「私の「生きていてよかった」という思いは
「あの受精卵が破壊されなくてよかった」とい
う思いを含意している」(a:53)。これは奇妙な
論理であるように見える。なぜならいま問題と
なっているのは「私」が中絶されていたらどう
だったかに関する「私」自身の思いではなく、
中絶一般の是非だったはずなのだから。また別
の角度からみれば、すでに存在している者がも
し中絶されていたらどうだったかという問題で
はなく、まだそのような思いを持つ段階にまで
成熟してはいない胎児を中絶することの意味が
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として、そうした感情を理解しないわけではな
い（そうでなければ、それに対する批判的考察
などそもそも不可能だっただろう)。だとすれ
ば、胎児を「われわれ」の一員として認めよと
いう呼びかけは、私の内的葛藤における一方の
極を確かに震わせる。
だが他方、「われわれ」の範囲をそのように

拡大することには、根底的な違和感がつきまと
う。胎児と未来の世代とを含む｢未だ生まれざ
る者たち」を「われわれ」と呼ぶこと、彼。彼
女らの権利や彼。彼女らに対する「われわれ」
の責任という問題を､彼｡彼女らを｢われわれ」
と呼ぶところから考え始めることは、果たして
正当なのか。
安部公房は、『第四間氷期』の「あとがき」
で次のようにいっている。「はたして現在に、
未来の価値を判断する資格があるかどうか、す
こぶる疑問だった（中略)。なんらかの未来を、
否定する資格がないばかりか、肯定する資格も
ないと思った｣、「だからぼくも、未来を裁く対
象としてではなく、逆に現在を裁くものとして、
とらえなければならないと考えたわけである」
（安部［1959→1970:270])。この表現は強烈
な示唆を与える。未来とは、延長された現在で
はない。先取りされた未来などもはや未来の名
に値しない。だからおそらく、「未来の世代」
の権利などを考えることは、厳密には不可能で
ある、というよりも、語義矛盾に過ぎない。未
来とは、想像不可能な何ものかの謂であるとす
れば、われわれにできるのは、せいぜい「われ
われの」子孫について考えることに過ぎないの
である。そしてそれは「未来」とは何の関係も
ない事柄なのだ。
この地点で考えるとき、胎児を「われわれ」
に回収しようとすることは、途方もない暴力で
あるようにみえてくる。胎児を真に未来を担う

存在として考えるなら、彼。彼女らが「われわ
れ」の想像をあらかじめ越えた（もしかすると
われわれの尺度にとっては邪悪な）存在である
ことを見切るところから、再び考え始めるべき
ではないのか。胎児という「辺境的存在者」を
「われわれ」と同列の「中心的存在者」の一員
に加えよという井上の倫理に対して、私は、胎
児をいかなる意味でも「われわれ」とは呼びえ
ないものとして、すなわち「他者」として「わ
れわれ」の思考と情動の果てに措くという、別
の倫理の可能性を提示したい。もちろん、だか
ら胎児には何をしてもいい、などという結論は
直接には含意されないことを、蛇足ながら注記
しておこう(22)。次のことを確認しておきたい。
生まれなかった少年を「存在者」として感じう
るということは、われわれが誰を「人間」とみ
なしうるかということが、物理的な実在などに
は全く依存していないことを示している（実在
という観念とは関係があるとしても)。それゆ
え「人間」の画定は、究極的にはわれわれの投
企として、先に確認した原理に常に立ち戻りな
がら議論されなければならない。

＊
本節で私は､胎児は生命権の主体｢ではない」
ということを論証することはなかった。私の立
論は、「である」ともいえないことを示すに過
ぎなかった。それでも、胎児の生命権を認め、
それゆえ中絶を原則的には否定する議論は、井
上によるものでさえ、未だ不十分であることは
確認されたと思う。そしてこの作業の意図は、
上記の原理に照らしていえば、私が、胎児の生
命権よりも女性のリブロダクティヴ・フリーダ
ムが優先されるような世界を望んでいるという
ことに還元されることになる。そしてそのため
に本稿が担う課題は、女性の「自己決定権」の
擁護であった。
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を示さなければならない」（井上［1986:8]）と
いう倫理の方に賛同するものである。それゆえ
上のような「衝動」そのものは、ここでは問題
にしない(23)。
仮に、胎児の生命権に関する前提を、井上と
ともに認めることにしよう。そのとき、胎児と
他の主体との間で、ふたつの基本権の相剋が問
題にされうる。だがその問題を正当に問うため
にこそ排除されなくてはならない誤認が、上の
引用部分の背後にはあるように思われる。それ
は「自己決定」という表現における「自己」と
は何か、という問題に関わることだ。
井上が糾弾するのは、ひとつの個体的生命で
ある「胎児」を、自己の一部分である「脂肪」
と同一視するような発想である｡つまり彼にとっ
て、女性の自己決定権という観念が許し難いも
のであるのは、それが産む・産まない「女伽
というひとつの「自己」のみの利害を爵酌し、
胎児という「もうひとつの自己」を無視するか
らこそである。そこでは明らかに、女性の「自
己」は、胎児という「他割との関係において
考えられている。けれどもフェミニズム運動が
いう「自己決定」が含意する「自己」とは、第
一義的にはそのようなものではない。それは、
ややスローガン的にいえば、「家父長制」との
関係における「自己｣、とでも表現されるべき
観念なのである。「自己」は二重の位格を持つ。
すなわち、
①胎児との関係における「自己」
②家父長制(男性、家族・親族、医療、教会、
社会､国家……）との関係における「自己」

２「自己決定権」における「自己」とは何か

「自己決定権」の擁護においてまずなされる
べきことは、そこでいう「自己」の概念を明ら
かにすることだ。胎児と母親の関係という問題
軸そのものを正当に評価するために、それが位
置づけられるべき場を明確にしておく必要があ
る。まず井上の議論を支える情動をよく示して
いると思われる記述の引用から始めよう。

胎児の生命権を承認するということは、単一
の考慮を絶対至上のものとし、複雑な倫理的
問題を一刀両断で片づけることではない。逆
である。胎児（あるいは、これこれの時期ま
での胎児）は人ではないから、その生命権は
問題にならない、したがって、劉台は余分な
脂肪を手術で除去してもらうのと同様に、女
性の自己決定の問題である、といった論法こ
そが、道徳的葛藤を隠蔽して、安心立命を得
ようとする衝動の現れなのである。胎児を生
命権の主体とすることは、いかなる犠牲をも
要求しうる倫理的専制君主の地位に胎児を祭
り上げることではなく、胎児を「われらの一
員」として、道徳的葛藤をわれわれ自身との
間に生起せしめうる道徳的主体として承認す
ることであり、堕胎が正当化されうる場合が
あるとしても、それはわれわれ自身の生命権
をも限界づけうるような考慮によって正当化
されねばならないことを、承認することであ
る。(b:256)

井上はおそらく、②の次元に関わる意味にお
ける「自己決定」の現状について十分な認織を
もっていないのではないか。だからこそ彼は
｢親」とか「われわれ」とかいったジェンダー

私は、井上がその主著の中で書き記した次の
言葉、すなわち議論においては「主張者の意識
的・無意識的な「動棚を暴くのではなく、そ
の主張の内容に対する反論となりうる「理由」
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レスな用語を軽々と用いるのである。確かに井
上も、堕胎問題における「父」の位置づけの重
要性を指摘してはいる(a:62)。だがそれは今
後探求されるべき、二義的な問題としての格し
か与えられていない。しかしフェミニストにとっ
て、これは堕胎をめぐる中心的な問題なのであ
り、それに何らかの解答が与えられなければ、
そこから先には一歩も進めないような問題なの
である。女性は自己決定などしていない。胎児
について決定しているのは家父長制社会であり、
そのとき女性は胎児の容れ物としてしか扱われ

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ていない｡「誰が決めるべきでしょうか？そ
れが問題のすべてです」-これこそがフェミ
ニストによる告発を支える根源的なリアリティー
なのである(24)o
このリアリティーをとらえ損なうところにな

された井上の立論は、論理的に厳密であろうと
されるだけに、かえって脆弱なものとなってい
る。彼が「自己決定権」の意義を正確に理解し
ていないことは、次のような文言からも証明で
きる。「胎児の生命権の問題を棚上げにして単
純に女性のプライバシー権･自己決定権により
堕胎を正当化する（結果的に、胎児を母の所有
物とみなす）ような立場」(a:61)。この部分に
限らず井上の議論はどのような論敵を想定して
書かれているのか不明な部分が多いのだが、も
しフェミニストの主張を念頭においているのな
ら上の論難は当たらない。
第一に、フェミニストは「自己決定権」を
「プライバシー」などと同列に論じてはいない。
確かに1973年のアメリカ連邦最高裁判決は､
妊娠中絶に関する女性の自己決定権をプライバ
シー権として認めた（→石井[1979])｡だが
フェミニスト（だけではないが）はその判決に
満足したわけではないし、そもそも彼女●彼ら
にとって「自己決定｣とは厳密に法学的な意味

での「権利」を指すものではなかった⑫5)。む
しろそれは、「プライバシー」を論じることを
意味あるものとするような諸条件に関わる、一
段高階の問題なのである。

……多くのフェミニストは、リベラルな個人
主義や財産権といった男性優位の伝統から導
き出される「選択」とか「プライバシー」と
かの抽象的な道徳言語に絡めとられているが、
それにも関わらず彼女たちは、中絶に関する
実践的な道徳を、中絶の必要を生ぜしめる現
実の関係の中に根拠づけている。……私はこ
れを「モラル・う°ラクシス」と呼ぶ……。
(Petchesky[1986:327])

おそらく井上は、このような議論に対して、
堕胎の道徳的な是非は普遍的な価値に関わる問
題であるがゆえに「｢不幸な子」を受け入れる
社会の体制の不在・欠陥が堕胎の免罪符にされ
てはならない」(a:62)とする観点から反論す
るかもしれない（ただしこのようにいう論拠は
示されておらず、またここでいう「堕胎」が産
む・産まないに関わる選択権を指すのか、それ
とも実際の選択を指すのかが不明であるのだが)。
だとすれば、「フェミニストにとって重大な問
題は、女性の選択の内容ではなく、「選択権」
そのものですらなく、むしろ選択がなされる際
の社会的・物質的な諸条件なのである」
(PetcheSky[1986:11])という立場とは、初
めから議論の水準が異なるのだからすれ違いも
やむなしというべきかもしれない。だがその場
合､井上は自己の奉じる倫理の根拠を｢社会的・
物質的諸条件｣でもなく（すでに論じたように）
自明の道徳感情でもないところに求めなければ
ならないという、困難な挙証責任を負うことに
なる。
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ト、というよりは女性たちこそが違和を表明し
てきたのだし、中絶に伴う道徳的葛藤が事実と
して欺瞭的に解決されてきたとしても、そのこ
とに対する反省から新しいフェミニストの倫理
（学）を構想しようという試みもまた、生まれ
てきている。しかもそこには、「棚上げ」の不
可避性が対象化されて繰り込まれている。すな
わち性の倫理学と性の政治学との結合が試みら
れているのだ。すでに何度か引用した、中絶問
題をめぐる包括的な研究の中で、Rosalind
Petcheskyは次のようにいっている。

これと関連して第二に、中絶を実行するもの
が胎児を「所有物」とみなしているという表現
は、法学の専門家による記述としては妥当だと
しても、中絶を女性の権利として肯定するフェ
ミニストにとっては認め難いであろう。胎児と
は自分自身ではないが、しかし自分の｢所有物」
という表現にはなじまない、何か別のものであ
るとしかいいようがない。井上は、母胎を胎児
のではなく女性の所有物として考えることは自
明ではないという議論をしているが(a:60-61)、
これはそもそも問題設定自体が、法学者以外に
はかなりグロテスクに聞こえる。むしろフェミ
ニストが一貫して概念化しようとしてきたのは、
主体の所有物として語られるのではないような
身体の意味であり、それゆえ同時に「主体」と
いう概念の組み替えであった。「私の身体こそ、
私自身（私のもの、ではない）だ」とはそうし
た意図のナイーヴな表現であった。
もっともこうしたすれ違いは井上の責任では
ないかもしれない。「権利」や「所有」といっ
た概念と真正面から対時すべきフェミニスト法
哲学・法理学の洗練は、筆者の側における今後
の課題であろう(26)。

ここでのポイントは、あるやり方でなされた
特定の決定がもたらすものではなく、そのよ
うな道徳上の決定がく不可避的に困難〉だと
いうところにある。そうした決定は、当事者
たちの身に起こる様々な帰結に対してできる
かぎりの注意と配慮をもってアプローチされ
なくてはならない。これはいわば、真剣に自
分自身の道徳的判断を行なうこと、「自分自
身の倫理を遂行することを許された人々の倫
理」とでも呼ばれうるだろう。この観点から
すれば､中絶に関するフェミニストの道徳は、

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ｡ O ﾄ ●

誰が決めるかという政治的問題を、いかに決
● ● ● ● ● ０ ●

められるべきかという道徳的問題から切り離
すことは全くできない｡(Petchesky[1986:
6-7]）

111リブロダクティヴ・フリーダムの方
へ

井上が指摘するように、ある意味でフェミニ
スト運動は「胎児の生命権」という問題を棚上
げしてきた。だがそれはあくまで「棚上げ」で
あって、問題がないとか、無視してよいという
結論を出してきたわけではないoTooleyのよ
うに「自己意識」のテストによって胎児ととも
に新生児もまた人格(pergon)ではないから
それに対する「殺人」は起こり得ないといった
明快すぎる議論に対しては、むしろフェミニス

胎児の生命権を考慮し、それを「道徳的葛藤
をわれわれ自身との間に生起せしめうる迩惑的
主体として承認」（井上[1987b:256])すると
いう提案を私は頭ごなしに拒否するものではな
い。だがその提案の背景、言い換えれば、胎児
は生命権の主体であるか否かという「問い」が
置かれた言説空間の構造を暴くことと同時にで
なければ、われわれはその提案の真の意義を理
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解することすらできないのである。だから、む
しろそれが意味ある論点を提示しうるような場
を見出すためにこそ、われわれは、まず「われ
われ」の中における権力関係を視野に入れ、当
事者たる女性を倫理的責任の「主体｣たらしめ
る条件を探らなければならないであろう。そし
てこの探求の過程でフェミニズム運動が獲得し
た新たな表現が、リブロダクティヴ・フリーダ
ムの概念であった。
リブ･ロダクティヴ。フリーダムとは1970年

代に西欧のフェミニスト運動の中から生まれて
きた言葉である。それは突然新しく誕生した観
念ではなく、妊娠中絶における女性の自己決定
権の主張がより広い視野の中に置かれることに
よって獲得された表現である。金井淑子はその
基本的な内容を「社会的編成から自律的に、女
性が自らの身体を自主管理し、性と生殖が個々
人の人生の選択の幅に委ねられるべきとする」
(金井［1985:115]）ものだとまとめている。
女性の自己決定権という表現が、妊娠中絶の
合法化を求める運動の中でスローガンとなった
こともあって、単純に中絶の権利をポジティヴ
に指すものと受け取られる傾向があった--今
でもあり、だからこそ本稿が書かれる必要があ
るのだが-ことへの反省から、この新しい表
現には「子供をもつ自由と持たない自由の両方」
(Petchesky[1986:16])の意味が込められて
いることがまず常に強調される。すなわちそれ
は第一義的には産む・産まないという腱択権」
の確保を主張する概念なのであって、特定の
「選択」そのものを唱道するものではない。こ
のことの含意は、障害者解放運動の主張との関
係で極めて重要である。中絶を法的には権利と
して認めながら、個々の選択に関しては批判す
ることも可能になるからだ。
だが同時に、リブロダクティヴ・フリーダム

の射程は単なる出産・中絶の選択という場面に
とどまるものではない。単に一つの行為を権利
づけるだけであれば、それはまるで、大衆社会
状況の弊害が問題であるときにただやみくもに
選挙権さえ保証されればよいのだと叫ぶことと
変わらない。リブロダクティヴ・フリーダムの
思想からわれわれが学びうるのは、それがわれ
われをとりまく家父長制の核心を照射しようと
するからだ。社会の欠陥が中絶の免罪符にされ
てはならない、という表現は二重の意味を持ち
うる。すなわち､社会体制が不十分だからといっ
て中絶が許されてはならないという意味（これ
についてはすでに論じた）と、社会の矛盾を中
絶によって女性に請け負わせることによって解
消してはならないという意味である。後者は前
者を包摂する。後者の認識を引き受け、中絶へ
と集約する諸矛盾の構造を解明することを通じ
てしか、前者の認識は正当化され得ない。ここ
でわれわれが視野に置くべき家父長制とは、正
確には社会体制といった概念と同次元のもので
はないだろう。ある特定の社会体制と、それら
を成り立たたせしめる（しばしば無意識的に分
けもたれている）諸理念との見定め難い複合体
を、ここでは家父長制と呼んでいる。例えば受
精の瞬間を人間の発生とみなすこと、それがす
でに家父長制の要素を成す観念なのかもしれな
い｡MaryO'Brienによれば、「まだ母胎内に
いる胎児を「受精」の瞬間からすでに人間であ
るとみなすことは、疎外された精子も出産にあ
ずかる力をもち、生命を与える「聖なる種子」
であるという家父長制イデオロギーの誤謬
(fallacy)に支えられているに過ぎない」
(O'Brien[1989:29])。男たちは子の父親であ
ることの不確実性を埋め合わせるために、因果
性といった「抽象的」な思考を駆使して権力を
確保してきたのであり、それゆえフェミニズム
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運動は具体的な経験と意識とを注視すべきだと
いう彼女の呼びかけには説得力がある。産むこ
とをめぐる系譜学の進展が、彼女の問題提起を
受けとめてゆくだろう。
また今日の最も切迫した問題は、本稿の冒頭
でも触れたように、いわゆる生殖技術の急速な
進展がもたらすインパクトである。ここにも二
重の問題がある。第一に､代理母・出生前診断
といった、全く新しい個々の技術をどうとらえ
るべきかという、われわれにとって（定義上）
未経験の問題。第二に、ある技術が存在すると
き、そしてそれが女性たちに一方では解放を、
しかし他方では強制と管理をもたらしうるとき、
いかに対処すべきかという、ふるくからの問題
（例えば出産をつかさどる者が産婆から病院の
医師に変わりつつあった時代に、似た問題が生
じたという)。こうした問題領域で、リプロダ
クテイヴ．フリーダムの観念は、科学批判の蓄
積とも連絡しあいながら、自らの射程を試しつ
つある。
いずれにせよ本稿ではこれら諸問題について
展開する紙数はもはやない｡今後の作業の中で、
少しずつその意義を明らかにしていきたいと思
う(27)。

［1991］を参照。
(5)日本臨床心理学会（編）［1987］を参照。
(6)グループ・女の人権と性（編）［1989]、Ardlitti
etal.[1984=1986]を参照。
(7)佐藤［1988:別からの孫引き。
(8)いまや、というのは、歴史上つねに堕胎一般が罪
悪視されてきたとは限らないからである。落合
［1989］第二章を参照。

(9)もちろん、いかなる切実な実感も批判の対象とな
りうる。当事者の実感といえども、いかなる判断
を下すべきかを決める「専制君主」ではありえな
い。しかしだからといって、井上のように一質し
てそれを考慮の外においてよいということにもな
らない。

(10)厳密には「受精」と「受胎」とは異なる。通常、
前者は精子と卵子が結合する瞬間を表し、後者は
受精卵の着床を表す。目下の文脈では両者の違い
は無視して良いが、IUDやモーニング・アフター・
ピルの問題を考えるときにはこの区別が重要紅意
味を持つ。
(11)これらの点については、（社)日本家族計画連盟
［1983]、シリーズ。いまを生きる〈９〉［19棚
に収められたいくつかの文章を参照。
(12)そもそも「生」と「死」という二種類の状態記
述で人間の存在性格に関するわれわれの実感雀包
摂しうるのかという根本的な疑問が湧くが、本稿
では展開できない。
(13)これこそ、「性差はあるかないか」という「偽装
された解答」との格闘を通じて、フェミニスト社
会学が獲得してきた認識であった。江原［19組］
を参照。
(14)Dworkm[1991:266]の発言を参照。それはお
そらく、われわれの社会がわれわれの社会で,あり
うることそれ自体の条件をなすような課題であろ
う。
(15)加藤・飯田(編)[1988］に訳出されたToohay、

註
(1)「ポビニー裁判｣を含む､フランスにおける中絶合
法化運動の概略とその意義については､Choisir
［1973=1987]を参照。

(2)厚生省［1990］による。
(3)中絶の適応事由として加えるべしとされた、「胎
児が重度の精神叉は身体の傷害の原因となる疾病
叉は欠陥を有している虞れが著しいと認められる
もの」という条項。

(4)その経緯については、江原［1985:126-137]、金
井［1989］第二章、上埜・青梅［1988]、立岩
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Puccetti、Engelhardt、Feinbergらの論文、お
よび簡単なサーヴェイとして平石［1989］等を参
照。
(16)森岡［1988］第三章、井上[a:58-棚を参照。
(17)ここで「私」の哲学的な意味について詳論する
余裕はない。筆者が多くを学んだ論考として、永
井［1986][1991］を参照。
(18)この観点にとって、森岡正博の提唱する「人格
理論から他者理論へ」の転換（森岡［1988:230-
234])、また大庭健の提示する関係論的な権利論
（大庭［1990]）は極めて重要である。

(19)現時点で私が考える暫定的な線引きは、優生保
護法のいう「母胎外において、生命を保続するこ
とのできない時期」という基準に従うものである
（ただし「時期」の基準は脳死の尺度との関係、
新生児の生命保護技術の進歩などとの関係で流動
せざるをえないと考える)。この時期の胎児につい
てしばしば「潜在的」には人間であるといった言
い方がなされるが、この「潜在的」の意味は、本
稿の用語法に即していえば端的に「人間ではない」
ということに過ぎない。私は井上のいう「個体的
同一性連関」を精子・卵子にまで遡って感じるか
ら、もし井上の論法に従えば妊娠中絶どころかマ
スターベーションも禁止せざるをえない。しかし
私は精子も初期の胎児（そもそもこの用語がミス
リーディングなのだが）も「人間」だとは感じな
いから、どちらも許容する。ただし私のいう「人
間」に対して、さらに「潜在的に人間」という規
定を考えることもできる。'これは単にテクニカル
な区別ではない。繰り返しになるが、この用語法
からは、新生児・精薄者などは潜在的にではなく
端的に「人間」であり、初期の胎児は「潜在的に
人間」であるという重要な区別を導出しうる（｢人
間｣と、未だ「人間」ではないものとの非対称性)。
だがこの区別の根拠づけは、本稿では不十分であ
ることを認めよう。

(20)こうした感じ方自体が、クリプキの可能世界意
味論との関連で哲学的に探求されるべきだが、本
稿では論じることができない。
（21）「月経そのものを子どもの喪失として」捉える
アン．セクストンの詩をパーパラ・ジョンソンが
紹介している(Johnson[1987-1990:344])。こ
れを含むジョンソンの論考「頓呼法、生命化、妊
娠中絢は本稿全般にとって示唆的なエセーであ
る。
(22)未だ生まれざるものに対する「われわれ」の責
任を、「他者」に対する態度として考え抜くこと。
この課題を無意味と考えない所で、私は安部と歩
みを分かつ。安部にとって、過去と現在との関係
は、現在と未来との関係にパラレルである。だが
私にとって、これら二つの関係は全く異種のもの
だ。現在は、未来に対してだけでなく、過去に対
しても負債を負い、裁かれる。しかしこれ以上の
展開は、本稿の任ではないだろう。
(23)ただしこの問題が論じるに値しないということ
ではない。妊娠中絶という体験が当事者において
いかに意味付与されているかということ、特に自
分に罪はないのだという自己正当化がいかになさ
れているかということは、女性の自己決定権につ
いて考える際に、決して無視してはならない事柄
である。Petchesky[1986:370-371]を参照。
(24)1975年の意識調査では、「出産や中絶は誰の意
見で決めますか（決めましたか)」という質問に対
して、出産では「自分」と答えた女性が約40%な
のに対し「夫」が約48％･中絶では「自分」約
４２％、「夫」約32%｡「医師」「夫以外の家族」も
少数ながらいる（→毎日新聞人口問題調査会［1９
７６:314])。だがこうしたミクロなしベルとは別の、
国家による規制との対抗関係というマクロな問題
こそが、フェミニズム運動の原動力であった。本
節での「家父長制」という用語はこうした諸レベ
ルを総体的に表す概念であり、厳密なものではな
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見解は後に触れる「リブロダクティヴ・フリーダ
ム」の法学的表現とも呼ぶべきものとして注目さ
れるが、ここでは詳論する余裕はない。
(26）「権利」概念の再検討は、すでに様々なフェミ
ニストによってなされてきている(Petchesky

［1986]、O'brien[1989]、Schneider[1990])
が、ここでは詳述しえない。
(27)その一環のとして、選択的中絶の問題をとりあ
げた加藤［1991］を参照。

い、

(25)法学上の議論としては、①1973年のロウ判決の
ように女性の中絶に関する女性の自己決定権をプ
ライバシー権という消極的な自由権の枠内での権
利とするもの、②それより積極的な社会権のひと
つである「家族形成権」の一部として考える石井
美智子の議論(→石井［1983］［1985］また［1979］
［1982］も参照)、③原則的に中絶の権利を認めず、
「刑法の抑謙性」で処理すべきだとする中谷瓊子
の議論（→中谷［1985]）などがあり、特に石井の
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